
第１回 障害や発達に課題のあるこどもや家族への⽀援に関する
家庭・教育・福祉の連携についての合同連絡会議
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障害児は「小さな障害者disabled child」ではなく「障害のある子どもchild with disability」である

理念
ノーマライゼーション：（住み慣れた地域で育つ権利の保障）
ハビリテーション：（主体性をもって健やかに育つ権利の保障）
インクルージョン：（すべての子どもが享受するサービスを受ける権利の保障）

３つの支援 発達／本人支援 家族支援 地域生活支援

全国児童発達支援協議会(CDSJapan)
（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援）・2019

３つの支援
の

課題と目標
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【高い専門性をもった発達支援の提供】
・障害種別の一元化を担える質の担保
・家族支援機能の向上
（在宅訪問、養護施設等への訪問）

・各種専門職によるチームアプローチ
・職員配置基準の明確化と統一

【人材育成】
・職場内研修による質の高い発達支援の保障
・児童発達支援センター等による地域の人材の育成
・研修会開催：各種支援ガイドに沿った研修保障
（発達支援指針2016、児童発達支援ガイドライン・

放課後等デイサービスガイドラインなど）

・児童福祉法（1947年 2012年・2016年改正）
・子ども・子育て支援法（2012年）
・障害者総合支援法改正（2012年）
・障害者基本法（1970年 2011年改正 17条 療育）

・発達障害者支援法（2006年 2016年改正）
・成育基本法（2018年）

地域での育ちの支援（社会モデル）と発達支援の達成（医学モデル）の統合
・発達／本人支援：障害のある子ども（またはその可能性のある子ども）が自尊心や主体性を

育てながら発達上の課題を達成していくための支援
・家族支援：障害のある子どもの育児や発達の基盤である家庭生活への支援
・地域生活支援：地域での健やかな育ち・学びと成人期の豊かな生活を保障する地域の啓蒙と変革

【地域生活支援】（地域の変革、支援の一貫性、協働体制）
・巡回・訪問型支援の発展 ・障害児入所施設との連携
・移行支援計画作成の義務化
・自立支援協議会（子ども部会）の活性化と参加
・要保護児童対策協議会との連携、参加
・子ども・子育て会議との連携と参加
・子育て世代包括支援センターとの連携・協働
・新しい社会的養護ビジョンへの連携・協働

【障害児ケアマネージメント】
・障害児ケアマネージメントの普遍化
・相談支援事業の中立公平性の担保と質の向上
・地域における個別支援会議・関係者会議の活性化

・児童福祉法（1947年 2012年・2016年改正）
・学校教育法（1947年 2006年改正 71条・75条 特別支援教育）

・障害者基本法（1970年 2011年改正 17条 療育）

・児童の権利に関する条約（1994年批准 23条 障害児）

・児童虐待防止法（2000年）
・障害者総合支援法改正（2005年 2012年改正）

・発達障害者支援法（2006年 2016年改正）
・障害者虐待防止法（2011年）
・障害者差別解消法（2013年 「児童」の規定がない）

・子ども・子育て支援法（2012年）
・障害者の権利に関する条約（2014年批准 7条 障害のある児童）

・成育基本法（2018年）

daisuke
２



発達が気になる子の育ち支援における基本的課題とそれらの関係樹図
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「３つの孤立と１０の無い」は今どうなっているの？

１:時代からの孤立
①子どもの権利（生きる・育つ・守られる・参加する）
②インクルージョン
③主体性・自主性
④我が国の児童福祉の世界（こども家庭庁・各種検討会や協議会・自立支援協議会 etc.）

２:地域からの孤立
①地域からカプセル状態での学校生活と「放課後等デイサービス」事業
②関係機関との連携

３:専門性からの孤立
①東京都から始まった外部人材導入事業の変質と失速
②単一職種・蛸壺集団の限界と傲慢さ（team approach）
③assessmentの貧弱さ
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